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定
額
給
付
金
に
つ
い
て
、自
宅

や
職
場
な
ど
に
市
や
県
、総
務
省

（
の
職
員
）な
ど
を
か
た
っ
た
電
話

が
か
か
っ
て
き
た
り
、郵
便
が
届

い
た
ら
、迷
わ
ず
、市
や
最
寄
り
の

警
察
署（
ま
た
は
警
察
相
談
電
話

（
♯
９
１
１
０
））に
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

�
�
��
�
�
�
�
本
庁
企
画
調

整
課�
�
８
６
４
１
電
子
メ
ー
ル

ア
ド
レ
スkikakuchosei@

city.ic
hinoseki.iw

ate.jp

　

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
が

出
産
し
た
場
合
の
出
産
育
児
一
時

金
の
支
給
額
が
変
わ
り
ま
す
。

　

１
月
１
日
以
降
に
産
科
医
療
補

償
制
度
に
加
入
し
て
い
る
産
科
医

療
機
関
や
助
産
所
な
ど
で
出
産
し

た
場
合
、皆
さ
ん
へ
請
求
さ
れ
る

分
娩
費
用
が
多
く
な
る
た
め
、こ

れ
ま
で
の　

万
円
に
３
万
円
加
算

３５

し
、　

万
円
を
支
給
し
ま
す
。

３８

　

市
有
地
を
希
望
者
に
先
着
順
で

売
却
し
ま
す
。

�
�
�
�
��
�
�
▼
関
が
丘　
３９

番【
面
積
】３
６
７
・　

平
方�
【
売

８８

却
価
格
】１
０
８
０
万
円
▼
大
東

町
大
原
字
台
３
番
９【
面
積
】４
８

２
・　

平
方�
【
売
却
価
格
】２
７

９０
１
万
円
▼【
所
在
】大
東
町
大
原
字

台
３
番　
【
面
積
】５
５
７
・　

平

１０

８７

方�
【
売
却
価
格
】３
１
４
万
円
―

い
ず
れ
も
宅
地�
�
�
�
�
�
買

い
受
け
を
希
望
す
る
場
合
は
必
ず

現
地
で
物
件
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

現
地
説
明
は
随
時
実
施
し
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
１
月
５
日�
〜
３

月　

日�
８
時　

分
〜　

時　

分

３１

３０

１７

１５

※�
、�
、�
を
除
く
。

�
�
��
�
�
�
�
本
庁
財
政
課

管
財
係

　

テ
レ
ビ
や
新
聞
で
報
道
さ
れ
て

い
る「
定
額
給
付
金
」に
つ
い
て
は
、

現
在
、住
民
の
皆
さ
ん
へ
の
ご
連

絡
や
給
付
を
行
う
段
階
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。具
体
的
な
給
付
の
方
法

な
ど
が
決
ま
り
次
第
、速
や
か
に

広
報
し
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、「
定
額
給
付
金
」に

関
し
て
、
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�
�
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分
娩
に

関
連
し
て
発
症
し
た
重
度
脳
性
ま

ひ
児
に
対
す
る
補
償
と
原
因
分

析
・
再
発
防
止
を
併
せ
持
つ
制
度

で
、産
科
医
療
補
償
制
度
へ
は
産

科
医
療
機
関
な
ど
が
加
入
し
、掛

け
金
を
納
め
ま
す
。県
内
で
は
す

べ
て
の
産
科
が
加
入
し
て
い
ま
す
。

�
�
��
�
�
�
�
本
庁
国
保
年

金
課�
�
８
３
４
３
ま
た
は
各
支

所
市
民
課

　

国
民
年
金
の
保
険
料
は
、　

年
２０

中
に
納
付
し
た
全
額
が
所
得
税
・

市
・
県
民
税
の
社
会
保
険
料
控
除

の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

確
定
申
告
な
ど
で
、納
付
し
た

国
民
年
金
保
険
料
に
つ
い
て
社
会

保
険
料
控
除
の
適
用
を
受
け
る
に

は
、保
険
料
を
支
払
っ
た
こ
と
を

証
明
す
る
書
類（「
社
会
保
険
料
控

除
証
明
書
」や
領
収
書
）を
添
付
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険

料
）控
除
証
明
書
」は
、　

月
上
旬

１１

に
社
会
保
険
庁
か
ら
送
付
さ
れ
て

い
ま
す
。税
務
申
告
の
際
に
は
忘

れ
ず
に
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。ま

た
、「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保

険
料
）控
除
証
明
書
」に
記
載
さ
れ

て
い
る
月
分
以
外
の
保
険
料
を　
２０

年
中
に
納
付
し
た
場
合
は
合
算
で

き
ま
す
の
で
、領
収
書
を
添
付
し

て
く
だ
さ
い
。な
お
、　

年　

月
以

２０

１０

降
に
初
め
て
保
険
料
を
納
付
し
た

人
に
は
２
月
上
旬
に
同
様
の
証
明

書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

控
除
証
明
書
の
再
発
行
な
ど
に

つ
い
て
は
、控
除
証
明
書
専
用
ダ

イ
ヤ
ル
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

�
�
��
�
�
�
�
一
関
社
会
保

険
事
務
所�
�
４
２
４
６
ま
た
は

社
会
保
険
庁（
控
除
証
明
書
専
用

ダ
イ
ヤ
ル
）�
０
５
７
０（
０
７

０
）１
１
７（
I
P
電
話
の
場
合
は

�
０
３（
６
７
４
８
）８
８
８
２
）

※
受
付
期
間
は
３
月　

日�
ま
で

１３

の
平
日
９
時
〜　

時
１７

　

岩
手
県
最
低
賃
金
が　

年　

月

２０

１０

　

日
か
ら
時
間
額
６
２
８
円
に
改

３０さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、五
つ
の
産
業
に
つ
い
て

産
業
別
最
低
賃
金
が　

年　

月　

２０

１２

２７

日（
各
種
商
品
小
売
業
は　

年
２

２１

月
１
日
）か
ら
改
正
さ
れ
、発
効
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

最
低
賃
金
は
、国
が
賃
金
の
最

低
限
度
を
定
め
る
制
度
で
す
。

パ
ー
ト
、臨
時
、派
遣
、ア
ル
バ
イ

ト
な
ど
す
べ
て
の
労
働
者
に
最
低

賃
金
以
上
の
賃
金
が
支
払
わ
れ
な

け
れ
ば
ば
な
り
ま
せ
ん
。皆
さ
ん

も
、現
在
の
賃
金
額
が
最
低
賃
金

額
を
下
回
っ
て
い
な
い
か
ど
う
か

チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

�
�
�
��
�
�
�
▼
鉄
鋼
業
、金

属
線
製
品
、そ
の
他
金
属
製
品
製

����������	
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ジhttp://w
w
w
.custom

s.go.jp/ha
kodate/

　

毎
年
、自
動
車
の
登
録
、検
査
手

続
き
が
３
月
に
集
中
し
、窓
口
や

車
検
場
が
大
変
混
雑
し
ま
す
。手

続
き
は
で
き
る
だ
け
２
月
中
に
済

ま
せ
ま
し
ょ
う
。

�
�
�
�
�
�
８
時　

分
〜　

時
、

４５

１２

　

時
〜　

時�
�
�
�
�
�
��

１３

１６

�
�
�
�
�
�
��
	


�
０
５

０（
５
５
４
０
）２
０
１
０�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.kensayoyaku.m

l
it.go.jp�
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０（
５
５
４
０
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１
１
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造
業
・
７
０
１
円
▼
電
子
部
品
、デ

バ
イ
ス
・
電
子
回
路
、電
気
機
械
器

具
、情
報
通
信
機
械
器
具
製
造
業
・

６
８
５
円
▼
光
学
機
械
器
具
、レ

ン
ズ
、時
計
・
同
部
分
品
製
造
業
・

６
８
８
円
▼
各
種
商
品
小
売
業
・

６
９
７
円
▼
自
動
車
小
売
業
・
７

０
７
円
▼
鉄
鋼
業
・
７
１
５
円（
日

額
５
７
１
４
円
）

�
�
��
�
�
�
�
岩
手
労
働
局

賃
金
室�
０
１
９（
６
０
４
）３
０

０
８
ま
た
は
一
関
労
働
基
準
監
督

署�
�
４
１
２
５

　

税
関
で
は
戦
後
、海
外
か
ら
引
き

揚
げ
て
来
た
皆
さ
ん
か
ら
お
預
か

り
し
た　

万
件
余
り
の
未
返
還
の

８７

保
管
証
券
類
を
お
返
し
し
て
い
ま

す
。返
還
の
請
求
は
本
人
だ
け
で
な

く
、家
族
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。お

気
づ
き
の
人
は
お
気
軽
に
税
関
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

�
終
戦
後
、海
外
か
ら
引
き
揚
げ

て
来
た
皆
さ
ん
が
上
陸
地
の
税

関
・
海
運
局
に
預
け
た
通
貨
・
証
券

�
帰
国
前
に
樺
太（
真
岡
、大
泊
、

豊
栄
、留
多
加
な
ど
）、満
州（
瀋
陽
、

吉
林
、撫
順
、鞍
山
な
ど
）に
あ
っ

た
在
外
公
館
、日
本
人
自
治
会
に

預
け
ら
た
通
貨
・
証
券
類
の
う
ち

日
本
に
返
還
さ
れ
た
も
の

�
�
��
�
��
�
函
館
税
関
大

船
渡
税
関
支
署�
０
１
９
２�
２

３
２
６ 
函
館
税
関
ホ
ー
ム
ペ
ー
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�

０
１
９（
６
３
２
）１
１
４
３（
軽
自

動
車
検
査
協
会
岩
手
事
務
所
）

�
�
��
�
�
�
�
東
北
運
輸
局

岩
手
運
輸
支
局�
０
１
９（
６
３

８
）２
１
５
４
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジht

tp://w
w
w
.tht.m

lit.go.jp/it/it-inde
x.htm
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